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１【提出理由】

当社は、2026年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

　2026年６月26日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　当社と株式会社神戸製鋼所との株式交換契約承当社及び株式会社神戸製鋼所（以下「神戸製鋼所」

といい、神戸製鋼所と当社を総称して、以下「両社」といいます。）は、2026年５月11日開催の両社の取締役会決

議により、神戸製鋼所を株式交換完全親会社し、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下 「本株式交換」

といいます。）を行うことを決定し、同日、両社間で株式交換契約（以下 「本株式交換契約」といいます。）を締

結いたしました。

 つきましては、本議案において、本株式交換契約のご承認をお願いするものであります。

 
第２号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　40円　　総額236,386,760円

ロ　効力発生日

　2026年６月29日

 

第３号議案　取締役８名選任の件

　　　　　　取締役として、北山修二、森啓之、渡部英樹、山本直樹、三枝功、小畑裕司、服部泰宏

　　　　　　平松亜矢子の８名を選任するものであります。

 

第４号議案　監査役１名選任の件

　　　　　　監査役として、岡﨑達也の１名を選任するものであります。

 
第５号議案　補欠監査役１名選任の件

　　　　　　　　 補欠監査役として、中山博行の１名を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

　　要件並びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

 
第１号議案
当社と株式会社神戸製鋼所
との株式交換契約承認の件
 

46,636 602 ― (注)１ 可決
 

(98.73%)
 

第２号議案
剰余金処分の件

46,914  324
 
―
 

(注)２ 可決
 

(99.31%)
 

第３号議案
取締役８名選任の件

   

(注)３

  

　北山　修二 46,858 380 ― 可決
 

(99.20%)
 

　森　　啓之 46,858 380 ―  
 
可決

 
(99.20%)

　渡部　英樹 46,859 379 ―  
 
可決

 
(99.20%)

　山本　直樹 46,858 380 ―  
 
可決

 
(99.20%)

　三枝　功 46,854 384 ―  
 
可決

 
(99.19%)

　小畑　裕司 46,853 385 ―  
 
可決

 
(99.18%)

　服部　康宏 46,843 395 ―  
 
可決

 
(99.16%)

　平松　亜矢子 46,845 393 ―  
 
可決

 
(99.17%)

 
第４号議案
監査役１名選任の件
 
　岡﨑　達也
 

 
 
 

46,861

 
 
 

377

 
 
 
―

(注)３

 
 
 
可決

 
 
 

(99.20%)

 
第５号議案
補欠監査役１名選任の件
 
　中山　博行
 

 
 
 

46,874

 
 
 
364

 
 
 
―

 
(注)３
 

 
 
 
可決

 
 
 

(99.23%)

 

(注) １.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該

　　　　株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

　　 ２.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

　  ３.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該

　　　　株主の議決権の過半数の賛成による。
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